
山陰都市連携協議会危機事象発生時における相互応援に関する協定 
 
 
（目的） 

第１条 山陰都市連携協議会を構成する市（以下「構成市」という。）は、構成市の区域
内において、地震、風水害のほか市民の生命、身体及び財産に重大な被害をもたらすお
それのある危機事象が発生したとき（以下「危機事象発生時」という。）の相互の応援
を円滑かつ迅速に行うため、次のとおり協定を締結する。 

 
（応援の内容） 

第２条 応援の基本的な内容は、次のとおりとする。 
⑴ 災害応急対策及び災害復旧対策に必要な職員の派遣 
⑵ 備蓄物資及び救援物資並びにそれらの供給に必要な資機材の提供 

⑶ 重要な市役所業務の継続に必要な支援 
⑷ 前３号に掲げるもののほか、特に要請があった事項 

 
（平常時における協力体制） 

第３条 構成市は、危機事象発生時において適切な情報の提供を行うことができる体制の
構築等、応援が行われる際の活動環境の整備を促進するものとする。 

２ 構成市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、職員の相互交流及び共同研
究等に努めるとともに、相互の防災訓練への参加、助言、評価等を行うものとする。 

 
（危機事象発生時における応援体制） 

第４条 応援を実施する市（以下「応援市」という。）は、危機事象が発生した市（以下

「危機事象発生市」という。）の災害応急対策及び災害復旧対策が効果的に実施できる
よう支援するものとする。 

２ 応援市は、危機事象発生市の要請に応じて、第２条各号に掲げる応援を行うものとす
る。ただし、震度６弱以上の地震が観測された場合又は構成市間の通信途絶等の緊急事
態が生じた場合には、危機事象発生市の要請がなくても、応援市の判断により応援を行
うものとする。 

３ 応援市は、第２条第３号に掲げる応援を行う際は、危機事象発生市と十分に協議を行
うものとする。 

 
（危機事象発生時における受入体制） 

第５条 危機事象発生市は、応援市の支援活動が円滑に実施できるよう情報の提供、活動

拠点の確保、搬送等受入体制の整備に努めるものとする。 
  
（経費の負担） 

第６条 応援に要した経費は、原則として危機事象発生市の負担とする。ただし、構成市
の協議により別に定めることができる。 

 
（事務局） 

第７条 本協定に係る事務局を山陰都市連携協議会開催市に置く。 
 
 

（連絡担当部局） 

第８条 構成市は、あらかじめ相互応援のための連絡担当部局を定め、危機事象発生時は、
速やかに情報を相互に連絡し合うものとする。 



 

（資料の交換） 
第９条 構成市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、地域防災計画その他必
要な資料を相互に交換するものとする。 

 
（他の協定との関係） 

第１０条 この協定は、構成市が締結する危機事象発生時の応援に係る他の協定を妨げる
ものではない。 

 
（その他） 

第１１条 この協定に定めのない事項については、その都度、構成市が協議して定めるも
のとする。 
 

 この協定の締結にあたっては、山陰都市連携協議会開催市への同意書の提出をもって、協
定が成立したものとみなす。 
 
 
 
   平成２４年１０月 ２日 
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